
介護予防・日常生活支援総合事業

第１号訪問事業（予防給付型訪問サービス）重要事項説明書

　　　　　　　　　　　　　　　　様に対する介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業

　(予防給付型訪問サービス)の提供開始にあたり、当事業者が　　　　　　　　　　　　　　　様に

　説明すべき重要事項は次のとおりです。

１　事業者（法人）の概要 

法　　　　人　　　　名
　　　　　　　しゃかいふくしほうじん　　　　　しゅんじゅうかい

　　　社会福祉法人　春秋会

代　　表　　者　　名 　　　理事長　　渡辺　英雄　　　　　　　　　　　　

本　社　所　在　地 　　　北九州市小倉南区曽根新田北３丁目２番１号　　　

電話 ・ ＦＡＸ番号 　　　（ＴＥＬ）０９３－４７４－２２８８　　（ＦＡＸ）０９３－４７４－２２７７

２　事業所（ステーション）の概要

（１）　提供できるサービスの種類と地域

事　業　所　名
　　　　　　 こうじつえん

　　　好日苑ヘルパーステーション

管理者の氏名 　　　北村　裕予

所　　在　　地 　　　北九州市小倉南区曽根新田北３丁目２番１号　　　

電話 ・ ＦＡＸ番号 　　　（ＴＥＬ）０９３－４７４－２２８８　　（ＦＡＸ）０９３－４７４－２２７７

サービス種類 　　　介護予防・日常生活支援総合事業

　　　第１号訪問事業(予防給付型訪問サービス)

（介護保険事業所指定番号） 　　　（４ ０ ７ ０ ５ ０ １ １ ３ ７ 号）

サービスを提供する地域 　　　北　九　州　市　内

　※　上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。

（２）　事業所（ステーション）の職員体制　（平成３１年　４月　１日　現在）

職　　　種 資　　　格 常勤 非常勤 計 業 務 内 容

管理者
（ｻｰﾋﾞｽ提供責任者兼任）

介 護 福 祉 士 １ ０ １ 　運　営　管　理

ｻｰﾋﾞｽ提供責任者
（専従）

介 護 福 祉 士 １ ０ １

・利用の申し込みに係る調整

・利用者の状態の変化等の把握

・サービス担当者会議への出席、ＣＭとの連携

・訪問介護員等への情報伝達

・訪問介護員等の業務実施状況の把握

・訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理

・訪問介護員等に対する研修、技術指導

・その他サービス内容の管理に必要な業務

事務員
（訪問介護員兼任）

訪問介護員 ２級 １ ０ １
・ 事務処理　・ 研修への参加

・ ヘルパー業務

訪問介護員
（専従）

介 護 福 祉 士 ０ １ １ 　　　・訪問介護　・介護予防訪問介護

訪問介護員 １級 ０ ０ ０ 　　　・介護予防・日常生活支援総合事業

訪問介護員 ２級 ０ ７ ７ 　　　　第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当）

合　　　　　　　　　　計 ３ ８ １１
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（３）営業時間とサービス提供時間

事業所の営業時間 月曜日　～　土曜日（祝日含む） ８：３０　～　１７：３０

サービス提供の時間 月曜日　～　土曜日（祝日含む） ８：００　～　１８：００

          ※　上記時間帯以外や日曜日の提供はご相談ください。

３　事業の目的と運営方針等

（１）　事業の目的

　　 社会福祉法人春秋会が開設する好日苑ヘルパーステーション（以下「事業所」という。）が行う、

　　 介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業(予防給付型訪問サービス)（以下「事業」

　 　という。）の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所

　　 の介護福祉士または、訪問介護員研修の修了者（以下「訪問介護員等」という。）が、要支援

　　 状態にある高齢者に対し、適切な介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業(予防

　　 給付型訪問サービス)を提供する事を目的とする。

（２）　運営方針

　　１．事業所の訪問介護員等は、要支援者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、

　　　　自立した日常生活を営む事ができるよう、入浴 ・ 排泄 ・ 食事の介護、その他生活全般に

　　　　わたる援助を行う。

　　２．事業の実施にあたっては、関係行政組織・地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携

　　　　を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

４　主なサービスの内容　（保険適用）

種　類 内　　　　容

(
予
防
給
付
型
訪
問
サ
ー
ビ
ス

)

買　　物
　日常生活に必要となる物品の買物を行います

　（預・貯金の引き出しや預け入れ、利用者以外の方の買物は行う事ができません）

調　　理
　利用者の食事の用意を行います

　（利用者以外の方の調理は行う事ができません）

掃　　除
　利用者の居室の掃除を行います

　（普段使用していない居室、利用者以外の方の居室、庭等の敷地の掃除は行う事ができません）

洗　　濯
　利用者の衣類等の洗濯を行います

　（利用者以外の方の洗濯は行う事ができません）

相　　談 　介護・援助内容相談、生活相談等

そ の 他 　薬の受け取り、動作の促しや声かけ等

入浴介助 　入浴や洗髪等の一部介助を行います

服薬介助 　服薬の見守り及び確認等を行います

移動介助 　歩行時の一部介助や見守りを行います

通院・外出介助
　歩行や交通機関での通院、受診の手続きを行います

　（院内介助は特別な理由がない場合は行えません）

自立生活支援の
　安全を確保しつつ、常時介助できる状態で行う見守り等

為の見守り的援助
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５　サービスの利用方法

 （１）　サービスの利用開始

　　　　 まずはお電話でお申し込み下さい。

　　　　 個別サービス計画の作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。

    ※　居宅サービス計画の作成を依頼されている場合は、事前に居宅介護支援専門員と

         ご相談下さい。

 （２）　サービスの中止、変更、追加

　　　　 介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業(予防給付型訪問サービス)の中止

　　　　 または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。

　　　 　ご希望の方は居宅介護支援専門員へご相談下さい。

 （３）　サービスの終了

　　①　利用者の都合でサービスを終了する場合

　　　　 サービスの終了を希望する日の２営業日までにお申し出下さい。

　　②　事業者の都合でサービスを終了する場合

　　　　 人員不足など、やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合が

　　　 　あります。その場合は、１ヵ月前までにお知らせいたします。

　　③　自動終了

　　　 　以下の場合は、双方の通知がなくても自動的に契約を終了いたします。

　　　　・ 利用者の要介護認定区分が非該当（自立）または、要介護と認定されたとき

　　　　・ 利用者が亡くなったとき

　　　　・ 利用者の所在が２週間以上不明になったとき

　　④　その他

　　　（１）　利用者が、事業者に支払うべき利用者負担金を２ヶ月分以上滞納した場合、事業者は

　　　　　 　１０日以上の期間を定めて、期間満了までに利用料を支払うよう催告します。

　　　　 　　利用者が、期間満了までに利用料を支払わない場合、また、利用者やその家族等が

　　　　 　  当事業者や事業所のサービス従業者に対して、本契約を継続しがたい程の背信行為

　　　　　　 を行った場合は、文章で通知することにより、直ちに契約を終了させていただきます。

　　　（２）　事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者

　　　　　　 やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、直ちに契約を終了

　　　　　　 することができます。

６　利用料金

　（１）　利用者負担金

　　　　　介護保険の適用がある場合は、収入に応じ、原則として利用料金の１割もしくは２割、

　　　　　もしくは３割が利用者負担金となります。

　　　　　ただし、介護保険の適用がない場合や介護保険での給付の範囲を超えたサービス

　　　　　費は、利用者の全額負担となります。また、保険料の滞納などにより、１割もしくは２割、

　　　　　もしくは３割の「利用者負担金」で利用できなくなる場合は、一旦サービス費全額をお支

　　　　　払いいただき、後日、保険者から保険給付分の払い戻しを受ける手続きが必要となり
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【 サービス費　（　８：００ ～ １８：００　） 】

＜　第１号訪問事業（介護予防訪問介護相当）サービス１割負担金 　＞　(　月額　）

利用者１割負担金

訪問型サービスⅠ 訪問型サービスⅡ 訪問型サービスⅢ

（　週１回程度利用　） （　週２回程度利用　） （　週３回以上利用　）

要支援１　・　要支援２ 要支援２

１，３６１円 / 月 ２，７１９円 / 月 ４，３１３円 / 月

※　介護予防・日常生活支援総合事業　第１号訪問事業(予防給付型訪問サービス)においては、

　　 月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり、月の途中で終了した場合

　　 であっても、以下に該当する場合を除いては、原則として日割り計算は行いません。

　　　①　月途中に要介護から要支援に、月途中に要支援から要介護に変更となった場合

　　　②　同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合

＜　加　算　＞　

初回加算 ２３２円
（初月１回のみ）

 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者がサービス

 の提供を行った場合、または訪問介護員に同行訪問した場合に初回時のみ加算

 されます。

生活機能向上
連携加算

（Ⅰ）
１１７円 / 月

 訪問リハ・通所リハ・リハビリ実施医療提供施設のＰＴ・ＯＴ・ＳＴ、Ｄｒからの助言を

 受ける事ができる体制を構築し、助言を受けた上で、サービス提供責任者が生活

 機能の向上を目的とした訪問介護計画書を作成した場合に加算されます。

介護職員
処遇改善加算

（Ⅰ）
１３．７％

 厚生労働大臣が定める基準に適合し、介護職員の賃金改善を実施している事を

 都道府県知事に届け出ている事業所ですので、所定単位数にサービス別加算率

 を乗じた単位数が加算されます。

　　※上記利用者負担金は、１ヶ月の合計単位数×介護職員処遇改善加算（Ⅰ）１３．７％（1円未満四捨五入）

　　　 で算出した単位数を１ヶ月の合計単位数に加えた総単位数に地域加算１０．２１（1円未満切捨て）乗じた

　　 　金額の1割（1円未満切り上げ）を記載しております。

　　※早朝（午前６時～午前８時）　・　夜間（午後６時～午後１０時）は２５％増しとなります。

　　　 深夜（午後１０時～午前６時）は５０％増しとなります。

　　※上記料金算定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居宅サービス計画に

　　　 定められた目安の時間を基準とします。

　（２）　交通費 

　　　　１の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。

　　　　それ以外の地域の方で事業者から請求があったときは、交通費の実費をお支払いいただきます。 

　（３）　その他

　　　　サービスの実施に必要な利用者宅の水道、ガス、電気、電話代、外出介助時の訪問介護員の

       　交通費（バスや電車代等）の費用は、利用者の負担となります。
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７　キャンセル料

　利用日の前日までに申し出があった場合 無　　料

　利用日の前日までに申し出がなかった場合（当日のキャンセル等） 一回につき１０００円

キャンセルが必要となったときは至急ご連絡ください。

連　絡　先 ０９３－４７４－２２８８
　※直通ではない為、必ずヘルパーを利用している事、氏名はフルネームでお伝え下さい。

　（１）　利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止や変更希望の申し出をされた

　　　 　場合、ヘルパー訪問時にご利用者不在の場合は、理由に関係なく、キャンセル料として上記の

　　　　 料金をお支払いいただきます。

　（２）　サービスの変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況により利用者の希望する

　　　 　期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議します。

８　社会福祉法人による利用者負担軽減制度

　　　下記の対象者要件をすべて満たされている方は、社会福祉法人が行う介護サービスの利用

　　　者負担金を申請により軽減できる制度があります。

　　　詳しくは住所地の区役所　「介護保険係」へお問い合わせください。

　＜対象となるサービス＞

　・ 訪問介護（ホームヘルプサービス） 　・ 短期入所生活介護（ショートステイ）

　・ 通所介護（デイサービス） 　・ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）など

対　象　者 利用者負担上限額

　老齢福祉年金受給者で一定の要件を満たす人 ２分の１

　収入が年１５０万円以下の人などで一定の要件を満たす人 ４分の１

９　利用者負担金のお支払い方法

　　　事業者は、当月の利用者負担金の請求書に明細を付して、翌月１０日までに利用者に請求し、

　　　利用者は、翌月末日までに次のいずれかの方法により支払います。

　　　事業者は、利用者から利用者負担金の支払いを受けたときは、領収書を発行します。

（金融機関振込み先）

　　□　現金払い 西日本シティ  銀行 　曽根支店

　　□　金融機関振込み

普
口座名義人

　社会福祉法人  春秋会

　　□　口座からの引き落とし 　特別養護老人ホーム　好日苑

　　　　　　（Ｑネット・郵貯銀行） 　理事長　　　渡辺 英雄

口 座 番 号 　０６７９１８２
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１０　サービス利用に関する留意事項 

（１）　サービス提供を行う訪問介護員

　　　 サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっ

　　　 ては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供いたします。

（２）　身分証明書

　　　 訪問介護員は、常に身分証明証を携帯しておりますので、必要な場合はいつでもその提示

　　　 を求めて下さい。

（３）　訪問介護員の交替

　①  利用者からの交替の申し出

　　　　選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認

　　　　められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業所に対して訪問介護員の交

　　　　替を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の訪問介護員の指名はできません。

　②　事業所からの訪問介護員の交替

　　　　事業所の都合により、訪問介護員を交替する場合は、利用者及びその家族等に対してサー

　　　　ビス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。

（４）　サービス実施時の留意事項

　①　定められた業務以外の禁止

　　　　利用者は「当事業者が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業所に依

　　　　頼することはできません。

　②　介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業(予防給付型訪問サービス)の実施に

　　　 関し、訪問介護員への指示・命令はすべて事業者が行います。

　　　 ただし、事業者はサービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に十分に配慮するものと

　　　 します。

（５）　訪問介護員の禁止行為

　　　　訪問介護員は、利用者に対する介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業(予防

　　　　給付型訪問サービス）の提供にあたって、次に該当する行為は行いません。

　①　医療行為

　②　利用者もしくはその家族等からの金銭または高価な物品の授受

　③　利用者の家族等に対するサービスの提供

　④　利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動

　⑤　その他、利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為

１１　緊急時の対応方法 

　　サービス提供中に容態の変化などがあった場合は、事前の打合せにより、主治医、救急隊、家

　　族、居宅介護支援事業所などへ連絡をします。

１２　個人情報の取り扱い

　　事業者が所有する利用者及びその家族の個人情報に関し、適正かつ適切な取扱いに努力する

　　とともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関

　　連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報を保護します。
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１３　秘密保持

　　事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に

　　関する秘密を正当な理由無く第三者に漏らしません。

　　なお、この守秘義務は、契約終了後、及び職員退職後も同様です。

１４　相談窓口、苦情対応

　　　　★サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。

当事業所
ご利用相談室

窓口担当者
　　北村 裕予 (管理者・サービス提供責任者)

　　木村 章子 (サービス提供責任者)

ご利用時間 　　平日　午前９時 ～ 午後５時

ご利用方法

　①電話　０９３－４７４－２２８８

　②e-mail ： koujitsuen@mc.neweb.ne.jp

　③面接　上記時間にご来苑下さい。

第三者委員

氏　　　名 　　豊田 和子

住　　　所 　〒800-0217 小倉南区下曽根4-18-20

電　　　話 　　０９３－４７１-４１８１

氏　　　名 　　古谷　ひとみ

住　　　所 　〒800-0220 小倉南区曽根新田南2-3-１

電　　　話 　　０９３－４７２-１１６０

氏　　　名 　　山口　幸子

住　　　所 　〒800-0223 小倉南区上曽根5-10-13

電　　　話 　　０９３－４７２-４３４９

　第三者委員に直接申し出ることもできます。

　各階に「ご意見箱」を設置しています。

　（第三者委員が施設訪問日に開錠し中身を閲覧します。）

　　　　★　次の公的機関においても苦情申し出ができます。

小倉南区役所
保健福祉課
介護保険係

所　在　地 　　北九州小倉南区若園５－１－２

電 話 番 号 　　０９３－９５１－４１１１（内線４７２）

Ｆ　Ａ　Ｘ　 　　０９３－９２３－０５２０

対応時間 　　平日　午前８時３０分 ～ 午後５時
 

福岡県国民健康保険
団体連合会(国保連)

介護保険課
介護サービス相談係

所　在　地 　　福岡市博多区吉塚本町１３番４７号

電 話 番 号 　　０９２－６４２－７８５９

Ｆ　Ａ　Ｘ　 　　０９２－６４２－７８５７

対応時間 　　平日　午前９時 ～ 午後５時
 

福岡県
社会福祉協議会

福岡県運営適正化
委員会 事務局

所　在　地
　　福岡県春日市原町３－１－７

　　　　クローバープラザ４階（東棟）

電 話 番 号 　　０９２－９１５－３５１１

Ｆ　Ａ　Ｘ　 　　０９２－９１５－３５１２

対応時間 　　午前９時～午後５時

‐　７　-



１５　事故発生時の対応

①　利用者に対するサービスの提供を行っているときに事故が発生した場合は、市町村、当該利用者

　 　の家族、当該利用者の係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うと共に、必要な措置を講じます。

②　事故の状況及び事故に際してとった処置を記録します。

③　賠償すべき事故が発生した場合は、弊社が加入している保険内で損害賠償致します。

（ 損害賠償責任保険 ）

保　険　会　社 　　東京海上火災保険株式会社

保　険　内　容

　居宅介護事業者 賠償責任保険

　・ 事業所の活動の遂行中、または遂行の結果に起因する対人・対物事故

　・ 被保険者が使用・管理する他人の財物の破損・紛失詐取・盗取など

１６　提供する [第１号訪問事業（予防給付型訪問サービス ）]の内容と利用者負担金

　（１）　提供するサービス内容は次のとおりです。

区分 曜 日 提 供 時 間 サ ー ビ ス 内 容 介護保険適用

１ 月 １０ ： ００ ～ １１ ： ００ 訪問型独自サービス Ⅰ 有 ・ 無

２ 有 ・ 無

３ 有 ・ 無

４ 有 ・ 無

５ 有 ・ 無

６ 有 ・ 無

７ 有 ・ 無

　　（２）　利用者負担金は、１ヶ月ごとにお支払いいただきます。

　　　　　 お支払いいただく利用者負担金は、概ね次のとおりです。

区分
算定根拠

介護保険
適用

利用料金
（１０割）

利用者負担金
（１割 ）所定単位

処遇改善加算
１３．７%の単位

地域加算

１ １１７２ 単位 １６１ 単位 １０．２１ 有 ・ 無 １３，６０９ 円 １，３６１ 円

２ 単位 単位 有 ・ 無 円 円

３ 単位 単位 有 ・ 無 円 円

４ 単位 単位 有 ・ 無 円 円

５ 単位 単位 有 ・ 無 円 円

６ 単位 単位 有 ・ 無 円 円

７ 単位 単位 有 ・ 無 円 円

合　　計　（１ヶ月） １３，６０９ 円 １，３６１ 円

利用者負担金　１割 　１，３６１　円のお支払いとなります

‐　８　-



　　介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業（予防給付型訪問サービス ）の

　　提供開始にあたり、本書面に基づき、利用者およびその家族へ重要事項の説明を

　　行い、重要事項説明書を交付しました。

令和　　　　年　　　　月　　　　日　　　　

　　【　事 業 所　】

　　　　　　　　　　所 在 地　　　　 　北九州市小倉南区曽根新田北３丁目２番１号　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　社会福祉法人　春秋会

　　　　　　　　　　事 業 所 名　　　　 　好日苑　ヘルパーステーション

　　　　　　　　　　代表者名　　　  　管　　理　　者　　　　　　 北村　裕予　　　　 　印

　　（指定番号　　　４０７０５０１１３７　　　　　）

　　【　説 明 者　】

‐　９　-

　　に同意し、重要事項説明書の交付を受けました。

令和　　　　年　　　　月　　　　日　　　　

　　【　利 用 者　】

　　　　　　　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　氏　　名                              　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　印　

　　【　利用者代理人（選任した場合）　】

　　　　　　　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　氏　　名                              　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　印　

　　　　　　　　　　所　　　　属　　　 　　 好日苑ヘルパーステーション

　　　　　　　　　　説明者氏名　　　 サービス提供責任者　　北村　裕予　　　　　印

　　　　　　　　　　説明者氏名　　　 サービス提供責任者　　木村　章子　　　　  印

　　私は、介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業（予防給付型訪問サービス ）

　　の利用開始にあたり、本書面に基づき、事業者から重要事項の説明を受け、その内容


	訪問Ⅰ

